




報告第１０号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より専決処分したので、同条第３項の規定により市議会に報告し、承認を求める。 

 

令和３年６月１６日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

専 決 番 号 ８ 

専 決 年 月 日 令和３年５月２０日 

事 件 名 
令和３年度泉大津市一般会計補正予算の件（補正第４

号） 
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令 和 ３ 年 度 泉 大 津 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（補正第４号）
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専決第８号 

 

令和３年度泉大津市一般会計補正予算 

 

 令和３年度泉大津市一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０，８９１千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２，２４１，４３９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和３年５月２０日専決 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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令和３年度泉大津市一般会計補正予算に関する説明書

（補正第４号）
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報告第１１号 

 

令和２年度泉大津市一般会計予算の繰越明許費に係

る経費の繰越しの件 

 

 令和２年度泉大津市一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に

繰り越したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項

の規定により、市議会に報告する。 

 

  令和３年６月１６日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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報告第１２号 

 

令和２年度泉大津市下水道事業会計予算の繰越しの件 

 

 令和２年度泉大津市下水道事業会計予算に係る建設改良費の一部を翌年度に繰り

越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定

により、市議会に報告する。 

 

  令和３年６月１６日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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報告第１３号 

 

令和２年度泉大津市一般会計予算の事故繰越しに係

る経費の繰越しの件 

 

 令和２年度泉大津市一般会計予算の事故繰越しに係る歳出予算の経費を翌年度に

繰り越したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項

において準用する同令第１４６条第２項の規定により、市議会に報告する。 

 

  令和３年６月１６日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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報告第１４号 

 

令和３年度泉大津市土地開発公社経営報告の件 

 

 令和３年度泉大津市土地開発公社の経営状況（別冊）を地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、市議会に報告する。 

 

  令和３年６月１６日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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議案第２８号 

 

泉大津市立図書館条例の全部改正の件 

 

泉大津市立図書館条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和３年６月１６日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

理 由  

泉大津駅前の民間商業施設へ移転を予定している泉大津市立図書館の設置及び管

理について定めるとともに、会議室等の使用に関する規定を整備するほか、所要の

改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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泉大津市条例第   号 

 

泉大津市立図書館条例（案） 

 

泉大津市立図書館条例（昭和２５年泉大津市条例第８号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 市民の教育と文化の発展に資するため、図書館法（昭和２５年法律第１１

８号。以下「法」という。）第１０条の規定に基づき、図書館を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 ⑴ 名称 泉大津市立図書館 

 ⑵ 位置 泉大津市旭町２０番１号 

（職員） 

第３条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。 

（使用の許可） 

第４条 図書館の会議室及び多目的ルーム（附属設備を含む。以下「会議室等」と

いう。）を使用しようとする者は、あらかじめ泉大津市教育委員会（以下「教育

委員会」という。）の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しよ

うとするときも同様とする。 

２ 教育委員会は、使用の許可について必要な条件を付することができる。 

（使用許可の制限） 

第５条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を

許可しないものとする。 

⑴ 会議室等の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそ

れがあるとき。 

 ⑵ 使用者が入場料を徴収する場合及び物販行為その他これらに類する目的で使

用しようとしていると認められるとき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認められるとき。 

（権利譲渡等の禁止） 
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第６条 第４条第１項の規定により使用の許可を受けた者は、会議室等を使用する

権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（使用許可の取消し等） 

第７条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用の

許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができる。 

⑴ 使用者が虚偽の申込みその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。 

⑵ 使用者が他の者に危害を加え、又は不快の念を起こさせ、若しくはそのおそ

れがあるとき。 

 ⑶ 使用者が図書館の施設又は設備を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると

き。 

 ⑷ 第５条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。 

 ⑸ 使用者が使用の許可を受けた目的以外に会議室等を使用し、又は使用の許可

の条件に違反したとき。 

 ⑹ 使用者がこの条例又はこの条例に基づく泉大津市教育委員会規則（以下「教

育委員会規則」という。）に違反したとき。 

（使用料の納付） 

第８条 会議室等の使用者は、別表に定める使用料を使用の許可を受けた際に納入

しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納する

ことができる。 

（使用料の減免） 

第９条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除す

ることができる。 

（使用料の還付） 

第１０条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰さない事由によ

り、使用することができなくなったとき、又は市長が特別の事由があると認める

ときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（損害の賠償） 

第１１条 図書館を利用する者は、図書館の利用により施設、設備、図書又は資料

等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

ただし、教育委員会が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りで
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ない。 

（図書館協議会） 

第１２条 法第１４条第１項の規定に基づき、泉大津市立図書館協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

２ 協議会の委員（以下「委員」という。）は、学校教育及び社会教育の関係者、

家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委

員会が任命する。 

３ 委員の定数は、７人以内とする。 

４ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。た

だし再任を妨げない。 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教

育委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第４条の規定による会議室等の使用の許可に関し必要な手続その他この条例の

施行に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年泉

大津市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 

別表中  

 

 

 

 

 

 

社会教育委員 同９，０００円 

図書館協議会の委員 同９，０００円 

「 
社会教育委員 同９，０００円 

 

 

」 
を 

「 

」 

に改める。 
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別表（第８条関係） 

１ 会議室等使用料（基本料金） 

施 設 使用時間区分 金 額 

会議室１ 

１０時３０分から１２時３０分まで ５００円 

１３時から１５時まで ５００円 

１５時２０分から１７時２０分まで ５００円 

１７時４０分から１９時４０分まで ５００円 

１０時３０分から１５時まで １，０００円 

１０時３０分から１７時２０分まで １，５００円 

１３時から１７時２０分まで １，０００円 

１３時から１９時４０分まで １，５００円 

１５時２０分から１９時４０分まで １，０００円 

１０時３０分から１９時４０分まで ２，０００円 

会議室２ 

１０時３０分から１２時３０分まで ４００円 

１３時から１５時まで ４００円 

１５時２０分から１７時２０分まで ４００円 

１７時４０分から１９時４０分まで ４００円 

１０時３０分から１５時まで ８００円 

１０時３０分から１７時２０分まで １，２００円 

１３時から１７時２０分まで ８００円 

１３時から１９時４０分まで １，２００円 

１５時２０分から１９時４０分まで ８００円 

１０時３０分から１９時４０分まで １，６００円 

会議室３ 

１０時３０分から１２時３０分まで ４００円 

１３時から１５時まで ４００円 

１５時２０分から１７時２０分まで ４００円 

１７時４０分から１９時４０分まで ４００円 

１０時３０分から１５時まで ８００円 

１０時３０分から１７時２０分まで １，２００円 

１３時から１７時２０分まで ８００円 

１３時から１９時４０分まで １，２００円 

１５時２０分から１９時４０分まで ８００円 

１０時３０分から１９時４０分まで １，６００円 
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多目的ルーム 

１０時３０分から１２時３０分まで １，８００円 

１３時から１５時まで １，８００円 

１５時２０分から１７時２０分まで １，８００円 

１７時４０分から１９時４０分まで １，８００円 

１０時３０分から１５時まで ３，６００円 

１０時３０分から１７時２０分まで ５，４００円 

１３時から１７時２０分まで ３，６００円 

１３時から１９時４０分まで ５，４００円 

１５時２０分から１９時４０分まで ３，６００円 

１０時３０分から１９時４０分まで ７，２００円 

備考 

１ 使用者が市外居住者（法人にあっては、その事務所の所在地）である場合は、基本料 

金の５割を加算する。 

２ 使用料の算定の対象となる使用時間には、使用のための準備及び後片付けに要する時 

間を含むものとする。 

２ 附属設備使用料 

附属設備 使用区分 金 額 

プロジェクター（多目的ルーム） １式１回 ５００円 

音響設備（多目的ルーム） １式１回 ２００円 

置き型プロジェクター １台１回 ３００円 
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（参 考） 

 

泉大津市立図書館条例（案）要綱 

 

本条例（案）は、泉大津駅前の民間商業施設へ移転を予定している泉大津市立図

書館の設置及び管理について定めるとともに、会議室等の使用に関する規定を整備

するほか、所要の改正を行うものであること。 

１ 設置 

  市民の教育と文化の発展に資するため、図書館法（昭和２５年法律第１１８号。

以下「法」という。）第１０条の規定に基づき、図書館を設置するものであるこ

と。（第１条） 

２ 名称及び位置 

  図書館の名称及び位置は、次のとおりとするものであること。（第２条） 

 ⑴ 名称 泉大津市立図書館 

 ⑵ 位置 泉大津市旭町２０番１号 

３ 職員 

  図書館に館長、司書その他必要な職員を置くものであること。（第３条） 

４ 使用の許可 

 ⑴ 図書館の会議室及び多目的ルーム（附属設備を含む。以下「会議室等」とい

う。）を使用しようとする者は、あらかじめ泉大津市教育委員会（以下「教育

委員会」という。）の許可を受けなければならないものであること。許可され

た事項を変更しようとするときも同様とするものであること。（第４条第１項） 

 ⑵ 教育委員会は、使用の許可について必要な条件を付することができるもので

あること。（第４条第２項） 

５ 使用許可の制限 

  教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を許可しない

ものとするものであること。（第５条） 

 ⑴ 会議室等の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそ

れがあるとき。 
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 ⑵ 使用者が入場料を徴収する場合及び物販行為その他これらに類する目的で使

用しようとしていると認められるとき。 

 ⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認められるとき。 

６ 権利譲渡等の禁止 

  ４の⑴の規定により使用の許可を受けた者は、会議室等を使用する権利を譲渡

し、又は転貸してはならないものであること。（第６条） 

７ 使用許可の取消し等 

  教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、会議室等の使用の許可を取り

消し、又はその使用を制限し、若しくは停止させることができるものであること。

（第７条） 

 ⑴ 使用者が虚偽の申込みその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。 

⑵ 使用者が他の者に危害を加え、又は不快の念を起こさせ、若しくはそのおそ

れがあるとき。 

 ⑶ 使用者が図書館の施設又は設備を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると

き。 

 ⑷ ５の⑴から⑶までのいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。 

 ⑸ 使用者が使用の許可を受けた目的以外に会議室等を使用し、又は使用の許可

の条件に違反したとき。 

 ⑹ 使用者がこの条例（案）又はこの条例（案）に基づく泉大津市教育委員会規

則（以下「教育委員会規則」という。）に違反したとき。 

８ 使用料の納付 

  会議室等の使用者は、別表に定める使用料を使用の許可を受けた際に納入しな

ければならないものであること。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、

後納することができるものであること。（第８条） 

９ 使用料の減免 

  市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除するこ

とができるものであること。（第９条） 

１０ 使用料の還付 

  既納の使用料は、還付しないものであること。ただし、使用者の責に帰さない

事由により、使用することができなくなったとき、又は市長が特別の事由がある
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と認めるときは、その全部又は一部を還付することができるものであること。

（第１０条） 

１１ 損害の賠償 

  図書館を利用する者は、図書館の利用により施設、設備、図書又は資料等を損

傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならないもので

あること。ただし、教育委員会が特にやむを得ない理由があると認めるときは、

この限りでないものであること。（第１１条） 

１２ 図書館協議会 

 ⑴ 法第１４条第１項の規定に基づき、泉大津市立図書館協議会（以下「協議会」

という。）を置くものであること。（第１２条第１項） 

 ⑵ 協議会の委員（以下「委員」という。）は、学校教育及び社会教育の関係者、

家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育

委員会が任命するものであること。（第１２条第２項） 

 ⑶ 委員の定数は、７人以内とするものであること。（第１２条第３項） 

 ⑷ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とするも

のであること。ただし再任を妨げないものであること。（第１２条第４項） 

１３ 委任 

  この条例（案）に定めるもののほか、この条例（案）の施行に関し必要な事項

は、教育委員会規則で定めるものであること。（第１３条） 

１４ 附則に関する事項 

⑴ 施行期日 

この条例（案）は、規則で定める日から施行するものであること。 

⑵ 準備行為 

４の規定による会議室等の使用の許可に関し必要な手続その他この条例（案）

の施行に必要な準備行為は、この条例（案）の施行の日前においても行うこと

ができるものであること。 

 ⑶ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年

泉大津市条例第１５号）の一部を次のように改正するものであること。 
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別表中 

 

 

 

 

 

別表 

１ 会議室等使用料（基本料金） 

施 設 使用時間区分 金 額 

会議室１ 

１０時３０分から１２時３０分まで ５００円 

１３時から１５時まで ５００円 

１５時２０分から１７時２０分まで ５００円 

１７時４０分から１９時４０分まで ５００円 

１０時３０分から１５時まで １，０００円 

１０時３０分から１７時２０分まで １，５００円 

１３時から１７時２０分まで １，０００円 

１３時から１９時４０分まで １，５００円 

１５時２０分から１９時４０分まで １，０００円 

１０時３０分から１９時４０分まで ２，０００円 

会議室２ 

１０時３０分から１２時３０分まで ４００円 

１３時から１５時まで ４００円 

１５時２０分から１７時２０分まで ４００円 

１７時４０分から１９時４０分まで ４００円 

１０時３０分から１５時まで ８００円 

１０時３０分から１７時２０分まで １，２００円 

１３時から１７時２０分まで ８００円 

１３時から１９時４０分まで １，２００円 

１５時２０分から１９時４０分まで ８００円 

１０時３０分から１９時４０分まで １，６００円 

社会教育委員 同９，０００円 

図書館協議会の委員 同９，０００円 

「 
社会教育委員 同９，０００円 

 

 

」 
を 

「 

」 

に改める。 
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会議室３ 

１０時３０分から１２時３０分まで ４００円 

１３時から１５時まで ４００円 

１５時２０分から１７時２０分まで ４００円 

１７時４０分から１９時４０分まで ４００円 

１０時３０分から１５時まで ８００円 

１０時３０分から１７時２０分まで １，２００円 

１３時から１７時２０分まで ８００円 

１３時から１９時４０分まで １，２００円 

１５時２０分から１９時４０分まで ８００円 

１０時３０分から１９時４０分まで １，６００円 

多目的ルーム 

１０時３０分から１２時３０分まで １，８００円 

１３時から１５時まで １，８００円 

１５時２０分から１７時２０分まで １，８００円 

１７時４０分から１９時４０分まで １，８００円 

１０時３０分から１５時まで ３，６００円 

１０時３０分から１７時２０分まで ５，４００円 

１３時から１７時２０分まで ３，６００円 

１３時から１９時４０分まで ５，４００円 

１５時２０分から１９時４０分まで ３，６００円 

１０時３０分から１９時４０分まで ７，２００円 

備考 

１ 使用者が市外居住者（法人にあっては、その事務所の所在地）である場合は、基本

料金の５割を加算する。 

２ 使用料の算定の対象となる使用時間には、使用のための準備及び後片付けに要する

時間を含むものとする。 

２ 附属設備使用料 

附属設備 使用区分 金 額 

プロジェクター（多目的ルーム） １式１回 ５００円 

音響設備（多目的ルーム） １式１回 ２００円 

置き型プロジェクター １台１回 ３００円 
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議案第２９号 

 

泉大津市固定資産評価審査委員会条例の一部改正の件 

 

泉大津市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

する。 

 

令和３年６月１６日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

理 由 

固定資産評価審査委員会に対する審査の申出の手続等における書面への押印及び

署名を不要とするため、所要の規定の整備を行うものである。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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泉大津市条例第   号 

 

泉大津市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正

する条例（案） 

 

泉大津市固定資産評価審査委員会条例（昭和２６年泉大津市条例第４１号）の一

部を次のように改正する。 

第４条の６第３項を削り、同条中第４項を第３項とし、第５項を第４項とする。 

第１０条の２第３項中「記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこ

れに署名押印しなければならない。」を「記載しなければならない。」に改める。 

第１１条第５項中「記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない。」を「記

載しなければならない。」に改め、同条第８項中「記載し、審理を行った委員及び調

書を作成した書記が、これに署名押印しなければならない。」を「記載しなければな

らない。」に改める。 

第１３条第３項中「記載し、調査を行った委員と共にこれに署名捺印しなければ

ならない。」を「記載しなければならない。」に改める。 

第１４条第２項中「記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記が、こ

れに署名捺印しなければならない。」を「記載しなければならない。」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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（参 考） 

 

泉大津市固定資産評価審査委員会条例新旧対照表 

 

改  正  案 現     行 

（審査申出書の記載事項） 

第４条の６ （略） 

２ （略） 

 

 

 

 

 

３ （略） 

４ （略） 

（審査申出人の口頭による意見陳述） 

第１０条の２ （略） 

２ （略） 

３ 前項の調書には、次に掲げる事項

を記載しなければならない。 

 

 

⑴ 事案の表示 

⑵ 意見の内容 

⑶ その他必要な事項 

（口頭審理） 

第１１条 （略） 

２～４ （略） 

５ 前項の口述書には、次に掲げる事

（審査申出書の記載事項） 

第４条の６ （略） 

２ （略） 

３ 審査申出書には、審査申出人（審

査申出人が法人であるときは代表

者、総代を互選したときは総代、代

理人によって審査申出するときは代

理人）が押印しなければならない。 

４ （略） 

５ （略） 

（審査申出人の口頭による意見陳述） 

第１０条の２ （略） 

２ （略） 

３ 前項の調書には、次に掲げる事項

を記載し、意見を聴いた委員及び調

書を作成した書記がこれに署名押印

しなければならない。 

⑴ 事案の表示 

⑵ 意見の内容 

⑶ その他必要な事項 

（口頭審理） 

第１１条 （略） 

２～４ （略） 

５ 前項の口述書には、次に掲げる事
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改  正  案 現     行 

項を記載しなければならない。 

 

⑴ 提出者の住所及び氏名 

⑵ 提出の年月日 

⑶ 証言すべき事項 

６及び７ （略） 

８ 前項の調書には、次に掲げる事項

を記載しなければならない。 

 

 

⑴ 事案の表示 

⑵ 審理場所及び年月日 

⑶ 出席した関係者の住所及び氏名 

⑷ 審理の要領 

⑸ その他必要な事項 

（実地調査） 

第１３条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の実地調査を行ったとき

は、書記は調書を作成し、次の各号

に掲げる事項を記載しなければなら

ない。 

 

⑴ 事案の表示 

⑵ 調査の場所及び年月日 

⑶ 調査の結果 

⑷ その他必要な事項 

（議事についての調書） 

項を記載し、提出者がこれに署名押

印しなければならない。 

⑴ 提出者の住所及び氏名 

⑵ 提出の年月日 

⑶ 証言すべき事項 

６及び７ （略） 

８ 前項の調書には、次に掲げる事項

を記載し、審理を行った委員及び調

書を作成した書記が、これに署名押

印しなければならない。 

⑴ 事案の表示 

⑵ 審理場所及び年月日 

⑶ 出席した関係者の住所及び氏名 

⑷ 審理の要領 

⑸ その他必要な事項 

（実地調査） 

第１３条 （略） 

２ （略） 

３ 第１項の実地調査を行ったとき

は、書記は調書を作成し、次の各号

に掲げる事項を記載し、調査を行っ

た委員と共にこれに署名捺印しなけ

ればならない。 

⑴ 事案の表示 

⑵ 調査の場所及び年月日 

⑶ 調査の結果 

⑷ その他必要な事項 

（議事についての調書） 
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改  正  案 現     行 

第１４条 （略） 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項

を記載しなければならない。 

 

 

⑴ 事案の表示 

⑵ 会議の場所及び年月日 

⑶ 会議の要領 

⑷ その他必要な事項 

第１４条 （略） 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項

を記載し、議事に関与した委員及び

調書を作成した書記が、これに署名

捺印しなければならない。 

⑴ 事案の表示 

⑵ 会議の場所及び年月日 

⑶ 会議の要領 

⑷ その他必要な事項 
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議案第３０号 

 

動 産 買 入 れ の 件 

 

一般家庭ごみ収集等に係る指定ごみ袋を次のとおり買い入れたいので、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年泉大津市条例

第６号）第３条の規定により、市議会の議決を求める。 

 

  令和３年６月１６日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

１ 買入れ額  ２７，４９３，５１０円 

２ 買入れ先  所 在 東大阪市新池島町二丁目１９番１６号 

        名 称 三栄商事株式会社 

             代表取締役  江 藤  義 幸 
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（参 考） 

 

物品売買単価仮契約書（概要） 
 

１ 件名（品名）   泉大津市一般家庭ごみ指定袋購入 
 

２ 納 入 期 限   令和４年３月３１日 
 

３ 単価契約金額   一般家庭ごみ指定袋（４５ℓ）  ８．１円  

（予定数量１，２５６，５００枚） 

一般家庭ごみ指定袋（３０ℓ）  ６．１円 

（予定数量１，３８９，５００枚） 

一般家庭ごみ指定袋（１５ℓ）  ４．０円 

（予定数量１，１８５，０００枚） 

一般家庭ごみ指定袋（７．５ℓ） ３．０円 

（予定数量  ５３３，５００枚） 

           （消費税及び地方消費税を含まない金額） 
 

４ 契約保証金   泉大津市財務規則（昭和４４年泉大津市規則第７号）第

１１４条（契約金額の１００分の１０に相当する額以上）

又は第１１６条の規定による。 

 

上記物品の買入れについて、発注者泉大津市と受注者三栄商事株式会社は、物

品売買単価仮契約を締結するものとする。 

 なお、この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３９年泉大津市条例第６号）第３条の規定により市議会の議

決を得たときは、これを本契約とみなし、各々対等な立場における合意に基づい

て、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 

   令和３年４月２２日 

 

発注者  泉大津市 

代表者 泉大津市長  南 出  賢 一 印 

    

受注者  東大阪市新池島町二丁目１９番１６号 

三栄商事株式会社 

代表取締役  江 藤  義 幸     ㊞ 
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むすんでください 

 

 

      

この部分が破れやすいのでご注意ください。                       この部分が破れやすいのでご注意ください。 

泉大津市指定袋 
 【家庭用●袋●●㍑】 

    可燃ごみ専用袋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広告欄 広告欄 

広告欄 広告欄 

広告欄 広告欄 

広告欄 広告欄 

泉大津市では、市の自主財源の確保を目的に、指定ごみ袋に有料で広告を掲載しています。 

「混ぜればごみ 分ければ資源」  ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ 

 

 

※ デザインは、各大きさとも同様（広告欄を除く。）とする。 
※ ●●ℓ表示は、それぞれの大きさによる表示とする。 
※ ベロ部分（むすんでください）は縦書きでも可能とする。 

◎燃えるごみ以外は入れないでください。 

◎ごみは正しく分別し、決められた日に出してください。 

◎生ごみは、よく水分を切って出してください。 

◎とがった物などを入れると袋が破れる場合がありますので 

 ご注意ください。 

◎袋の口は、しっかり結んでください。 

◎この袋は、商店や事業所から出るごみには使用できません。 

Burnable  garbage  

 可燃垃圾   
 

  ハングル語        
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E
F

I H

D

A

  G

H

C

B

（単位：mm）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ G H I

45リットル 800 450 100 180 70 50 605

30リットル 700 400 85 150 60 50 535

15リットル 550 320 75 135 50 50 400

7.5リットル 440 255 65 125 40 40 300

ヒートシール幅は10～
15mmを目安とする。

30～35mm程度を目安
とし、袋のベロの部分
も一緒に圧着しないよ
う注意すること。
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外    袋 

取出口 

 ごみ分別  

 

ここから１枚ずつ取り出せます。 

ごみ分別アプリ配信中             泉大津市  

家庭用可燃ごみ指定袋 

 

 
 

 

 

※この袋は、商店や事業所から出るごみには使用できません。 

●●●円（１０枚入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ 

 

 

【取扱上の注意】 

警 告   ●この袋は、乳幼児や子供にとって窒息な

どの危険が伴うものです。 

乳幼児や子供の手の届くところに置か

ないでください。 

  

注 意   ●可燃物ですので、火のそばに置かないで 

ください。 

●突起物のあるものを入れると材質上や

ぶれることがありますのでご注意くださ

い。 

●無害ですが食品包装には使用しないで

ください。 

●摩擦により衣服に色がつく場合があり

ますのでこすらないようにしてください。 

 

家庭用品品質表示法に基づく表示 

 

原料樹脂  ポリエチレン 

耐冷温度  ̶30度 

寸法外形  ●●●×●●●ミリメートル 

厚  さ  0.03     ミリメートル

表示者   泉大津市 

泉大津市東雲町９番 12号 

TEL 0725（33）1131 

 

ＪＡＮコード 

ＰＥ 

Burnable  garbage  

 可燃垃圾             

危険 

マーク 

●リットル(●) 
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議案第３１号 

 

動 産 買 入 れ の 件 

 

消防署に配置する消防ポンプ自動車（ＣＤ―Ｉ型）を次のとおり買い入れたいの

で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

泉大津市条例第６号）第３条の規定により、市議会の議決を求める。 

 

令和３年６月１６日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

１ 買入れ額  ３９，６００，０００円 

２ 買入れ先  所  在  吹田市豊津町１番３１号 由武ビル５階Ｃ号室 

        名  称  長野ポンプ株式会社大阪営業所 

所 長  東 野  敏 行 
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（参 考） 

 
物品売買仮契約書（概要） 

 

１ 件名（品名）   消防ポンプ自動車（ＣＤ―Ｉ型） 

２ 納 入 場 所   泉大津市消防本部 

３ 納 入 期 限   令和３年１２月１５日 

４ 契 約 金 額   ￥３９，６００，０００‐ 

            うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

            ￥３，６００，０００‐ 

５ 契約保証金   泉大津市財務規則（昭和４４年泉大津市規則第７号）第

１１４条（契約金額の１００分の１０に相当する額以上）

又は第１１６条の規定による。 

 

上記物品の買入れについて、発注者泉大津市と受注者長野ポンプ株式会社大阪

営業所は、物品売買仮契約を締結するものとする。 

なお、この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３９年泉大津市条例第６号）第３条の規定により市議会の議

決を得たときは、これを本契約とみなし、各々対等な立場における合意に基づい

て、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 

  令和３年４月２２日 

 

         発注者  泉大津市   

               代表者 泉大津市長  南 出  賢 一 印 

 

         受注者  吹田市豊津町１番３１号 由武ビル５階Ｃ号室 

              長野ポンプ株式会社大阪営業所 

               所 長  東 野  敏 行       ㊞  
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議案第３２号 

 

本市の区域内にあらたに生じた土地の確認の件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定により、本市の

区域内にあらたに生じた次の土地を確認する。 

 

  令和３年６月１６日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

場     所 泉大津市夕凪町１８番地先 

面     積 ６０，００１．３０平方メートル 

備     考 別図の斜線で示す区域 

 

理 由 

 公有水面の埋立てにより、本市の区域内にあらたに生じた土地を確認する必要が

ある。 

これが、この案を提出する理由である。 
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汐見沖地区

汐見
地区

助松地区

小松地区

泉北４区
府道大阪臨海線

南海電鉄南海本線
泉大津駅

位置図

Ｎ

別図

町界

凡
例

● ●●●●●●●●●●●●● ●

夕凪町

汐見町

新たに生じた土地
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議案第３３号 

 

町 区 域 の 一 部 変 更 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、町区域

の一部を変更する。 

 

  令和３年６月１６日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

 公有水面の埋立てによってあらたに生じた別図の斜線で示す区域を、夕凪町の区

域に編入する。 
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汐見沖地区

汐見
地区

助松地区

小松地区

泉北４区
府道大阪臨海線

南海電鉄南海本線
泉大津駅

位置図

Ｎ

別図

町界

凡
例

● ●●●●●●●●●●●●● ●

夕凪町

汐見町

編入する区域
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議案第３４号 

 

指 定 管 理 者 の 指 定 の 件 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、次

の施設の指定管理者の指定について市議会の議決を求める。 

 

  令和３年６月１６日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

 

記 

 

 

施 設 の 名 称 指 定 す る 団 体 指 定 の 期 間 

泉大津駅第一自転車等

駐車場 
 

泉大津駅第二自転車等

駐車場 
 

松ノ浜駅自転車等駐車

場 
 

松ノ浜駅前第一自転車

等駐車場 
 

松ノ浜駅前第二自転車

等駐車場 

神奈川県綾瀬市本蓼川２７１

番地 
 

株式会社イワセ 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年 10月 1日から 

令和 8年 9月 30日まで 
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

令 和 ３ 年 度 泉 大 津 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（補正第５号）
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議案第３５号 

 

令和３年度泉大津市一般会計補正予算 

 

令和３年度泉大津市一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０５，５１３千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２，５４６，９５２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和３年６月１６日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

令和３年度泉大津市一般会計補正予算に関する説明書

（補正第５号）
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- 83 -



- 84 -



- 85 -
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- 87 -



- 88 -



- 89 -



- 90 -
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- 93 -



- 94 -



- 95 -



- 96 -



- 97 -
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 令和３年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正
 予算

（補正第１号）
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議案第３６号 

令和３年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正

予算 

令和３年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和３年６月１６日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 令和３年度泉大津市国民健康保険事業特別会計補正
 予算に関する説明書

（補正第１号）
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- 118 -
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※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

令和３年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算

（補正第１号）
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議案第３７号 

 

令和３年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算 

 

 令和３年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和３年６月１６日提出 

泉大津市長  南 出 賢 一 

 

- 123 -



- 124 -



※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 令和３年度泉大津市介護保険事業特別会計補正予算
 に関する説明書

（補正第１号）
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